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No. 物質名
米国環境保護局

(EPA
※1)

REACH
規制

ドイツ

GS
※2

マーク

1 ナフタレン ○ ‐ ○

2 アセナフチレン ○ ‐ ○

3 アセナフテン ○ ‐ ○

4 フルオレン ○ ‐ ○

5 アントラセン ○ ‐ ○

6 フェナントレン ○ ‐ ○

7 フルオランテン ○ ‐ ○

8 ピレン ○ ‐ ○

9 ベンゾ[a]アントラセン ○ ○ ○

10 クリセン ○ ○ ○

11 ベンゾ[b]フルオランテン ○ ○ ○

12 ベンゾ[j]フルオランテン ‐ ○ ○

13 ベンゾ[k]フルオランテン ○ ○ ○

14 ベンゾ[a]ピレン ○ ○ ○

15 ベンゾ[e]ピレン ‐ ○ ○

16 ベンゾ[ghi]ペリレン ○ ‐ ○

17 インデノ[1,2,3‐cd]ピレン ○ ‐ ○

18 ジベンゾ[a,h]アントラセン ○ ○ ○

規制と対象成分：

PAHsとは：

ベンゼン環を2つ以上有する芳香族炭化水素化合物の総称。石油製

品などが不完全燃焼して発生する副生成物であり、ゴムや可塑剤、
プラスチック製品に含まれる可能性がある。

※1 EPA：Environmental Protection Agency ※2 GS： Geprüfte Sicherheit

規制によって対象成分が異なります。
ご不明点がございましたらご相談ください。
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